
 この資料において、「活動組織等」とは、多⾯的機能⽀払交付⾦の事業実施主体である活動組織、広域活動組
織、特定事業実施者（令和６年度に環境保全型農業直接⽀払を実施していた農業者団体等）のことです。

 令和８年度版の主な変更点は以下のとおりです。
・「環境負荷低減のクロスコンプライアンス」の名称が「環境配慮のチェック・要件化」に変更されたことに伴う変更（様
式名称の「みどりチェック」チェックシートへの変更を含む）
・「みどりチェック」チェックシートの⼀部取組の統合に伴う変更
・関係法令が変更されたことに伴う変更 1

多⾯的機能⽀払交付⾦
「みどりチェック」チェックシート解説書

農林⽔産省農村振興局整備部多⾯的機能⽀払推進室
⼤⾂官房みどりの⾷料システム戦略グループ

令和７年度から、全ての活動組織等が多⾯的機能⽀払交付⾦の活動を実施する際、
環境への負荷が⽣じることのないよう意識して活動を実施することが必要となります。
具体的に、どのような活動において、どのようなことを意識して取り組むことが必要かをまとめ
たものが次のページの「チェックシート」です。
この資料では、この「チェックシート」の取組の詳細な内容について解説しています。

令和８年度



「みどりチェック」のチェックシート（様式）

2
・「環境負荷低減の取組への⽀援」は、みどり加算（通称） のことで、化学肥料及び化学合成農薬の使⽤を地域の慣⾏から原則として５割以上低減する取組と
組み合わせて⾏う⻑期中⼲し、冬期湛⽔、夏期湛⽔、中⼲し延期、江の設置等の取組のことです。

・「特定事業実施者」は、令和６年度に環境保全型農業直接⽀払を実施していた農業者団体等のことです。

R8年度以降

これまで（R7年度）

様式名称を
「みどりチェック」チェックシートに変更

⑬を⑭に統合

⑤を⑥に統合

 R7年度に既に提出したチェックシートを、新たな様式で提出し直す必要はありません。
 R7年度に既に提出したチェックシートについて「報告時（しました）」を提出する際は、
統合された項⽬は適宜斜線を引く、もしくは空欄にしておく等してください。

対象の法令を明記

⾚枠がR8での変更箇所



国（みどりチェック担当）市町村（多⾯担当）活動組織等

⇒必要な箇所にチェック
されていることを確認す
る。

① 次ページからの「チェックシートの判断基
準等」を基に、組織で１枚の「チェックシー
ト」の「申請時」欄にチェックを⼊れる。

② 総会等において本解説書及び「チェック
シート」を構成員に周知し、「チェックシー
ト」のチェック箇所について合意形成を図る。

③ 「チェックシート」を市町村に提出する。
（R7年度が事業計画の初年度の場合）
事業計画書の認定申請と⼀緒に提出
（R7年度が事業計画の２年⽬以降の場合）
「チェックシート」のみを提出

④ 「チェックシート」の取組を実施する。

R7年度

○毎年度の実施状況の
確認等の際、チェック
シートが実施されている
ことを簡易な聞き取り
等で確認する。

⇒必要な箇所にチェックされ
ていることを確認する。

① 「チェックシート」の取組を実施する。

※「チェックシート」に変更が⽣じた場合、変更内容に
ついて合意形成を図った上で、変更した「チェック
シート」を市町村に提出（変更の届出）する。
※R8年度における様式変更に伴う、新たな様式に
よる「チェックシート」の提出し直しは不要。

R8年度〜
活動期間
終了前年
度

⇒市町村の報告を受
け、改善指導を実施。

⇒必要な箇所にチェック
されていることを確認す
る。（不備があった場
合は、その内容を確認
の上、必要に応じて国
のみどりチェック担当に
報告する。）

① 「チェックシート」の取組を実施する。

② 次ページからの「チェックシートの判断基
準等」を基に、「チェックシート」の「報告時」
欄にチェックを⼊れる。

③ 「チェックシートの判断基準等」と「チェッ
クシート」を実施状況報告書等とともに
「チェックシート」のチェック箇所について総会
等で合意形成を図る。

④ 「チェックシート」を実施状況報告書とと
もに市町村に提出する。

活動期間
終了年度

抽出検査を実施。（検査に該当した場合）抽出検査を実施
する。

活動期間
終了翌年度

チェックシート 実施⼿順
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チェックシートの判断基準等（１）
・多⾯的機能⽀払交付⾦の活動の実施に当たり、該当する各項⽬に取り組んでください。
・各項⽬の＜判断基準となる取組内容＞を⼀つ以上実施してください。

対象の活動組織
等

＜判断基準となる取組内容＞チェックシートの項
⽬
（１）適切な施肥
取組のポイント 栄養分の流出や温室効果ガスの排出の削減、施肥のコスト削減にもつながります。

みどり加算（※）
の取組を実施する
活動組織等

 肥料を直射⽇光や⾬の当たらない場所に保管する。
 保管場所を定期的に清掃する。
 肥料の⼟壌（地下⽔）や河川への浸透・流出を防ぐた
め、肥料を⼟の上などに直置きしない。

 肥料袋に破損がないか確認する。

□①肥料の適正
な保管

 肥料の使⽤状況等を記録し、保存する。
 記録の担当者・責任者を決める。
 （「努める」の場合）活動組織等の役員及びみどり加算
実施者の間で、肥料の使⽤状況等について⼝頭等により
共有する。

【肥料の使⽤状況等の記録項⽬（例）】
① 施肥した場所（ほ場名等）② 施肥⽇ ③ 肥料等の名称 ④
施肥量 ⑤ 施肥⽅法（散布機械の特定を含む） ⑥ 作業者名

その他、農薬に含まれない葉⾯散布剤、堆肥、⼟壌改良材、微⽣物資材等農産物の
⽣育に係る資材の記録についても、適宜記録。

□②肥料の使⽤
状況等の記録・保
存に努める

（２）適正な除草や害⾍駆除等
取組のポイント 防除の必要性や⽅法をよく考え、農薬を使⽤する場合は、ラベルの表⽰に従って正しく使いましょう。

多⾯的機能⽀払交付
⾦の活動で
農薬を使⽤した除草や
害⾍駆除等を実施する
活動組織等

⼜は

みどり加算（※）の取組
を実施する活動組織等

 ラベルに記載されている適⽤作物、使⽤⽅法、使⽤上の
注意事項等を確認する。

 ラベル表⽰に基づき、安全に作業を⾏うための服装（防
除⾐）や保護具を着⽤する。

 器具内部に農薬が残らないよう防除器具を⼗分に洗浄
する。

 鍵のかかる保管庫に農薬を保管する等、適切に管理を⾏
う。

□③農薬の適正
な使⽤・保管

みどり加算（※）
の取組を実施する
活動組織等

 農薬の使⽤状況を記録し、保存する。
 記録の担当者・責任者を決める。

【農薬の使⽤状況の記録項⽬】
① 使⽤⽇ ② 使⽤場所 ③ 使⽤した農産物 ④ 使⽤した農薬の
種類または名称 ⑤ 単位⾯積当たりの使⽤量または希釈倍数

その他、散布機等の防除機械・器具の特定を含む使⽤⽅法、作業者名についても、適
宜記録。

※「農薬を使⽤する者が遵守すべき基準を定める省令」（平成15年農林⽔
産省・環境省令第５号）等より

□④農薬の使⽤
状況等の記録・保
存
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（※）みどり加算…加算措置「環境負荷低減の取組への⽀援」（化学肥料及び化学合成農薬の使⽤を地域の慣⾏から原則として

５割以上低減する取組と組み合わせて⾏う⻑期中⼲し、冬期湛⽔、夏期湛⽔、中⼲し延期、江の設置等）



対象の活動組織等＜判断基準となる取組内容＞チェックシートの項
⽬
（３）エネルギーの節減
取組のポイント 温室効果ガスの排出を削減するとともに、エネルギーコストの低減につながります。

作業機械等を所有
する活動組織、広
域活動組織

※個⼈が所有する機械を
持ち寄って活動を⾏う場合
や、リースの機械は対象外
とします。

 アイドリングストップ等省エネを意識して作業機械等を使⽤
するよう活動組織等の構成員に周知する。

 燃料効率を維持するため、作業機械等を定期的にメンテ
ナンスする。

 （「努める」の場合）活動組織等（役員間でも可）にお
いて作業機械等のメンテナンスの⽅針について話し合う。

 作業機械等で使⽤している燃料（電⼒を含む）の使⽤
状況について記録し、保存する。

 （「努める」の場合）活動組織等（役員間でも可）にお
いて作業機械等で使⽤している燃料の使⽤状況について
⼝頭等により共有する。

【対象の作業機械等】
草刈り機、チェーンソー、ポンプ等の財産管理台帳に掲載している作
業機械

□⑤省エネを意識
し、作業機械等の
不必要・⾮効率な
エネルギー消費をし
ないよう努める

（４）悪臭及び害⾍の発⽣防⽌
取組のポイント 臭いや害⾍の発⽣源を適切に管理することで、周辺住⺠や農業者等への影響を防ぎ、良好な関係構築につながります。

全ての活動組織、
広域活動組織

※（資源向上⽀払（共
同）、（⻑寿命化）のみ
の交付を受けている組織に
ついても、農地維持⽀払と
同等の活動を実施してい
る必要があるため、該当し
ます。

※みどり加算の取組のみを
実施する⼀定の要件を満
たす農業者団体等は対象
外とします。

 除草や泥上げ等を⾏う際、悪臭・害⾍の発⽣防⽌・低減
に向け、以下※のとおり実施する。

【草刈り】
•⽔路に草が落ちる場合、フォーク等を⽔路に刺し、下流に流れない
ようにして取り除く。
•刈草は集積場所を決めて置いたり、敷きワラや堆肥にする等適正
に処理する。
•刈草をその場に存置する場合は、刈草が⽔⽥や⽔路に落ちないよ
うに配慮するとともに、農作業や通⾏の障害とならないようにする。
• ごみ等がある場合は、各⾃治体の取り決めに従って処分する。

【泥上げ】
•泥上げした⼟砂は、⽔路の補修や畦畔の嵩上げに利⽤するか、農
業⽣産に⽀障を与えないことに加え、地域住⺠の迷惑にならないよ
うに、適切に処理する。
•住宅地周辺では、⾵塵発⽣の原因となるので、そのまま放置せず、
あらかじめ決めた集積場所に集積する等、適切に処理する。
• ごみ等がある場合は、各⾃治体のルールに従って処分する。

※農林⽔産省多⾯的機能⽀払ウェブサイトに掲載の「活動の解説」
（https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html）よ
り抜粋。

□⑥除草や⽔路の
泥上げ等を⾏う場
合には、気温や周
辺環境等を考慮し、
草や⼟砂等を適切
に処理することで悪
臭・害⾍の発⽣防
⽌・低減に努める

チェックシートの判断基準等（２）
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対象の活動組織等＜判断基準となる取組内容＞チェックシートの項
⽬
（５）廃棄物の発⽣抑制、適正な循環的な利⽤及び適正な処分
取組のポイント 廃プラスチック等の廃棄物の発⽣抑制、再⽣利⽤により、温室効果ガスの排出の削減につながります。

全ての活動組織等 発⽣した廃棄物は、各⾃治体のルール（使⽤済みプラス
チック類のリサイクル率を⾼めるための分類と異物除去、ダ
ンボール等古紙の再⽣利⽤、⾦属廃棄物の回収業の利
⽤等を含む）に従って処分する。

□⑦プラ等廃棄物
の削減に努め、適
正に処理

（６）⽣物多様性への悪影響の防⽌
取組のポイント どのような⽅法が良いか等を検討することが、農地及び周辺環境の⽣物への悪影響の防⽌につながります。

多⾯的機能⽀払
交付⾦の活動で
農薬を使⽤した除
草、害⾍駆除を実
施する活動組織等

 発⽣予察情報の活⽤や農地や農地周辺の病害⾍・雑草
の発⽣状況の観察等により、防除の要否及びタイミングを
判断する。

□⑧雑草や害⾍の
発⽣状況を推定し、
除草や害⾍駆除等
の要否及び実施
時期の判断に努め
る

⽣態系への配慮が
必要な活動や⽣態
系への影響が想定
される⼯事、活動を
実施する活動組織
等

 除草や泥上げ、植栽、対象の⼯事等を⾏う際、⽤排⽔路
等が⽣物や植物の⽣息・⽣育環境として重要な役割を
担っていることを踏まえ、例えば以下※などの配慮に努める。

【⽣態系への配慮】
• 泥上げした⼟砂の中にドジョウ等の⽣物がいる場合は⽔路に戻す。
• 泥上げした⼟砂の中等に外来種がいた場合は駆除に努める。
【駆除の対象種】
・「特定外来⽣物による⽣態系等に係る被害の防⽌に関す
る法律」（平成16年法律第78号）に基づく特定外来⽣
物（同法に基づき、保管、運搬等が禁⽌されていることに
注意する。）
・「⽣態系被害防⽌外来種リスト」（環境省、農林⽔産省
公表）掲載種 等

• 植栽する場合、その品種は、地域の⽣態系との調和に配慮し、
⽣態系保全の観点から、植栽に適当な在来種がある場合には、
優先的に使⽤することを検討する。
• 以下の対象の⼯事実施前には、⽣物多様性配慮の必要性につ
いて話合い（総会で話合う、役員間で話合って構成員に周知す
る等）を実施し、状況に応じて⼟地改良区、市町村等に相談
する。
【対象の⼯事】
・素掘り⽔路からコンクリート⽔路への更新
・希少種が⽣息する地域と隣接する施設の更新 等

※農林⽔産省多⾯的機能⽀払ウェブサイトに掲載の「活動の解説」
（https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html）
より抜粋等。

□⑨⽣態系に配慮
した事業実施に努
める

チェックシートの判断基準等（３）
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対象の活動組織等＜判断基準となる取組内容＞チェックシートの項
⽬
（７）環境関係法令の遵守等
取組のポイント 「みどりの⾷料システム戦略」に基づく「みどりチェック」の取組や、共同活動に関連のある環境関連法令を確認しましょう。

作業⼿順や危険箇所の確認を⼼がけることで、より安全な作業環境の確保につながります。

全ての活動組織等 本解説書（該当︓4~7ページ、11ページ）を⽤い、年
度初めに、「みどりの⾷料システム戦略」に基づく「みどり
チェック」及びチェックシートの判断基準となる取組内容を確
認し、活動の実施に当たり、該当する項⽬を実施する。

□⑩「みどりの⾷料
システム戦略」を理
解し、適切な事業
実施に努める

全ての活動組織等 本解説書（該当︓12ページ）を⽤い、年度初めに、多
⾯的機能⽀払交付⾦の活動に関連する関係法令を総
会等（ビラ等の周知を含む）で確認し、活動の実施に当
たり、法令を遵守する。

□⑪関係法令の
遵守

全ての活動組織等

（作業機械に係る
取組は作業機械等
を所有する活動組
織等）

※個⼈が所有する機械を
持ち寄って活動を⾏う場合
や、リースの機械は対象外
とします。

 「多⾯的機能⽀払交付⾦ 共同活動の安全のしおり」※を
⽤い、事前に安全確認を⾏うとともに、安全に配慮して活
動を実施する。

 万が⼀、事故が発⽣した場合は、被災者及び他の活動
参加者の安全を確保し、必要に応じて医療機関を受診
等するとともに、速やかに市町村に報告する。

※農林⽔産省多⾯的機能⽀払ウェブサイトに掲載の「共同活動の安全のしおり」
（https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html）

 作業機械の⽇常点検・定期点検、整備を実施する。
 （「努める」の場合）活動組織等（役員間でも可）にお
いて点検・整備の⽅針について話合う。

 機械の清掃や作業を⾏わない場合には動⼒を切る等、農
業機械の適切な管理に努める。

□⑫正しい知識に
基づく作業安全に
努める

チェックシートの判断基準等（４）
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チェックシート実施⼿順（例）（１）
本ページ以降は、参考として、「みどりチェック」チェックシートの実施⼿順（例）等を⽰した
ものです。実施時は、各活動組織等内で話し合って進めてください。

• 多⾯的機能⽀払交付⾦の５年間の活動計画に照らし、本解説書
２ページの「チェックシート」のうち、該当する項⽬は「申請時（します）」
欄を、該当しない項⽬は「該当しない」に✓チェックを⼊れます。

Ⅰ 役員間でチェックシートの内容を確認しましょう。

• 「Ⅰ」で「申請時（します）」欄にチェックを⼊れた項⽬のそれぞれについて、どのようなことに取り組めそうか、
具体的な実施⽅針を話し合います。

• 「チェックシート」の内容は、多⾯的機能⽀払交付⾦の活動を⾏う際に、意識して取り組むことで、新たな
環境への負荷が⽣じないようにするものです。継続性を考慮し、過度な負担とならないように留意します。

◆ 加算措置「環境負荷低減の取組への⽀援」（みどり加算）に係る項⽬
（チェックシート①、②、③、④）について

•みどり加算の取組を実施する者に「チェックシート」及び本解説書４ページの判断基準の内容を周知し、
実施⽅針を聞き取ります。
•毎年度、実施者への聞き取り等によって実施状況を把握します。

◆ 活動参加者に周知する項⽬（チェックシート⑤、⑥、⑦、⑩、⑪、⑫）について
•以下の資料等を参考に、総会、活動のお知らせ、活動実施前等の機会に、活動参加者に周知します。

◆ その他の項⽬（チェックシート③、⑧、⑨）について
•役員間で実施⽅針を検討します。

Ⅱ 役員間で実施⽅針を検討しましょう。

役員の
⽅向け

チェックシート
⑤、⑥、⑦関係 チェックシート⑩関係 チェックシート⑪関係 チェックシート⑫関係
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（※）みどり加算…加算措置「環境負荷低減の取組への⽀援」（化学肥料及び化学合成農薬の使⽤を地域の慣⾏から原則として
５割以上低減する取組と組み合わせて⾏う⻑期中⼲し、冬期湛⽔、夏期湛⽔、中⼲し延期、江の設置等）



• 総会等において、本解説書、「チェックシート」、「Ⅱ」で検討した実施⽅
針を構成員に周知し、「チェックシート」のチェック箇所について合意形成
を図りましょう。

Ⅲ 検討した実施⽅針をチェックシートとともに構成員に周知しましょう。

Ⅳ チェックシートを市町村に提出しましょう。

• 「Ⅲ」で合意が図られた実施⽅針に即し、活動期間５年間を通して、毎年度実施します。
• 活動期間終了後の抽出検査対象となった場合、具体的な取組内容の説明を求められます。その際、取
組内容に関する実施状況写真等の証拠書類は求められませんが、⼝頭で活動期間中の取組内容を説
明する必要がありますので、スムーズに説明できるよう、活動記録にメモする等備忘録を残しておくとよいで
しょう。

• 市町村による毎年度の多⾯的機能⽀払交付⾦の実施状況の確認の際に、「チェックシート」の実施状況
についても簡易な聞き取り等による確認があるため、実施⽅針や実施状況を簡単に説明できるようにしま
しょう。（市町村による確認は、実施の有無を⼝頭で確認する程度を想定しています。）

Ⅴ チェックシートの内容を意識しつつ、多⾯的機能⽀払交付⾦の活動を実施しましょう。

• 「チェックシート」の「報告時（しました）」欄に✓チェックを⼊れます。
基本的に、各項⽬について、具体的にどのようなことに取り組んだのかを
説明できれば✓チェックを⼊れられるものと考えてください。

• 多⾯的機能⽀払交付⾦の実施状況報告書等とともに「チェックシート」の
チェック箇所について総会等で合意形成を図った上で、
「チェックシート」を実施状況報告書とともに市町村に提出します。

Ⅵ 活動終了年度にチェックシートを市町村に提出しましょう。

• 検査対象となった場合、国のみどりチェック担当部局による抽出検査を受検します。
• 抽出検査は、「チェックシート」の報告内容について、具体的な取組内容を聞き取る等により実施されます。

• 取組内容に応じ、肥料、農薬、電気・燃料の使⽤記録等を付けている場合は閲覧を求められる場合が
ありますが、これ以外の取組内容に関する実施状況写真等の証拠書類は求められません。

• 受験の際は、活動期間中の取組内容をスムーズに説明できるように準備しておきましょう。

（該当する場合）抽出検査を受検しましょう。

役員の
⽅向け

５年間の活動期間終了後

該当する場合

合意形成のポイント
「円滑な組織運営のためのポイント」（右（表紙））を参考に、合意形成
を⾏いましょう。
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チェックシート実施⼿順（例）（２）



チラシ（例）役員の
⽅向け

 省エネを意識して
作業機械等を
使⽤しましょう

 ゴミは分別しましょう

多⾯的機能⽀払交付⾦ 「みどりチェック」チェックシート
「（５）⑦プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理」

多⾯的機能⽀払交付⾦ 「みどりチェック」チェックシート
「（３）⑤省エネを意識し、作業機械等の不必要・⾮効率なエネルギー消費をしないように努める」

 草刈りや泥上げ等の作業時は、悪臭・害
⾍の発⽣を防ぐため、以下に留意しましょう

•住宅地周辺では、⾵塵発⽣の原因と
なるので、そのまま放置せず、○○（集
積場所）に集める。
•泥上げした⼟砂は、農業⽣産の⽀障
や地域住⺠の迷惑にならないようにし、
⽔路の補修や畦畔の嵩上げに利⽤す
る。
•ごみ等は、分別して処分する。

•刈草は○○（集積場所）に集める。
•刈草をその場に存置する場合は、刈草
が⽔⽥や⽔路に落ちないように配慮する
とともに、農作業や通⾏の障害とならな
いようにする。
•⽔路に草が落ちる場合、フォーク等を⽔
路に刺し、下流に流れないようにして取り
除く。
•ごみ等は、分別して処分する。

草刈り（例） 泥上げ（例）

多⾯的機能⽀払交付⾦ 「みどりチェック」チェックシート
「（４）⑥除草や⽔路の泥上げ等を⾏う場合には、草や⼟砂等を適切に処理することで

悪臭・害⾍の発⽣防⽌・低減に努める」
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「みどりの⾷料システム戦略」に基づく「みどりチェック」の取組について

（チラシ）「「みどりチェック」に取り組みましょう︕ 」（https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/kurokon.html）等より抜粋

多⾯的機能⽀払交付⾦の活動においても、活動を実施する際に
「みどりチェック」のチェックシートの内容を意識して取り組むことで
新たな環境への負荷が⽣じないようにすることが重要です

〜できることからはじめましょう〜
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関係法令の遵守について
 「みどりチェック」チェックシートの関係法令について、国のみどりチェック担当部局から以下の
対象法令が⽰されました（R8改正）。それぞれのポイントを押さえ、該当する場合は遵
守して活動しましょう。

注）多⾯的機能⽀払交付⾦の共同活動の実施に当たって遵守すべき全ての法令を網羅したものではありません。共
同活動の実施に当たり、分からないことがあれば、お住まいの市町村等に確認しましょう。
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よくあるQ&A
回答質問
「みどりチェック」は、令和７年度から多⾯的機能⽀払交付⾦の実施要件となりますの
で、

・多⾯的機能⽀払交付⾦を実施する全ての活動組織等が実施する必要があります。
・活動組織等として、多⾯的機能⽀払交付⾦の活動に関して、「該当しない」場合を
除く全ての項⽬について、実施する必要があります。

「みどりチェック」チェック
シートは、全ての項⽬に
ついて、全ての活動組
織等が令和７年度から
実施しなければならない
のか。

1

「チェックシート」は、事業計画の認定申請に必要な書類の⼀つですので、事業計画書
と併せて総会等で合意を得る必要があります。

具体的な実施⽅法や実施状況についても、活動組織等の構成員１⼈１⼈が意識し
て取り組んでいただくため、組織内の合意形成を図る観点から、毎年度の総会資料に
含めるなどして合意を得ることが望ましいと考えています。
また、みどりの⾷料システム戦略や関係法令についての資料も含めるなどして理解醸成
を図ることを⾏っていただきたいと考えています。

「みどりチェック」チェック
シートの内容について、
総会等で合意が必要
か。

2

市町村においては、活動組織等の⾃⼰申告により提出・報告された「チェックシート」に、
・事業計画認定時、申請時にチェックを⼊れることが必要な箇所にチェックされていること
・事業期間終了時、報告時にチェックを⼊れることが必要な箇所にチェックされていること
を確認してください。
また、毎年度の実施状況の確認等の際、「チェックシート」が実施されていることを簡易
な聞き取り等で確認してください。

「みどりチェック」チェック
シートについて、市町村
の役割は何か。

3

市町村において、毎年度の実施状況の確認等の際、チェックシートが実施されているこ
とを簡易な聞き取り等で確認します。
事業期間終了後、国のみどりチェック担当部局が抽出検査において各項⽬の確認を
⾏います。

「みどりチェック」チェック
シートの実施状況は誰
がどのように確認するの
か。

4

抽出検査は、国のみどりチェック担当部局が、活動組織等に対し、チェックシートで報告
された内容について聞き取り・⽬視により確認することとしています。その際、取組内容
に応じ、肥料、農薬、電気・燃料の使⽤記録等の閲覧を求められる場合がありますが、
これ以外の取組内容に関する実施状況写真等の証拠書類の提出は求められません。
そのため、チェックシートを毎年度実施したことを⽰す書類等の作成・保管は必要ありま
せん。
⼀⽅、抽出検査では活動期間中の具体的な取組内容を説明する必要がありますの
で、スムーズに説明できるよう、必要に応じて備忘録を残しておくとよいでしょう。

「みどりチェック」チェック
シートを毎年度実施し
たことを⽰す書類等の
作成・保管は必要か。

5

抽出検査は、基本的には、「チェックシート」の取組の不⾜による活動組織等の摘発で
はなく、各活動組織等における取組状況の確認と、取組内容の改善・向上を⽬的とし
て⾏い、不備等が判明した場合は、まずは改善指導を⾏います。

令和９年度の本格実施以降、複数回の指導によっても改善が⾒込まれない場合に
は、ペナルティ措置を講じることを検討しています。ペナルティ措置の内容については、今
後検討します。

抽出検査により、取組
不⾜や不備が確認され
た場合、交付⾦返還
等のペナルティはあるの
か。

6

13

「みどりチェック」については、本解説書のほか、農林⽔産省ウェブサイトに掲載
されている「環境配慮のチェック・要件化（みどりチェック）の導⼊について」、
「環境配慮のチェック・要件化に関するQ&A」等を参照してください。

（https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/kurokon.html） 詳しくはこちら


